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「市民の目フォーラム北海道」会報 第 30号（201４年 9月） 

事務局   市川・今橋法律事務所内 

（札幌市中央区大通西 11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ） 

http://shimin-me.net/  ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

e-mail    

 

 

 

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関する情

報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

 

前期の大学出張講義が終了 

 

本年の当フォーラムの事業「大学出張講義」の前

期講義は、5 月 28 日の北海商科大学（佐藤千歳準

教授）を皮切りに、北海学園大学（韓永學教授）、名

古屋学院大学（高田昌幸講師）、高知大学（高田昌

幸講師）で延べ 6回にわたり実施した。 

演題は「冤罪被害に遭わないための『犯罪捜査

学入門』」や「マスコミと警察」等。 

いずれの大学でも学生の皆さんから「初めて警

察の実態を聞いて驚いた。私たちの情報を簡単に

手に入れていたり、法的

な根拠のないことを警察が実行していることも信

じられません。誤認逮捕が私たちと無関係ではな

いことを知り恐ろしくなりました。」などといった感

想が寄せられた。 

 各大学では、10月から後期授業が始まるが、現在

のところ 11 月に神奈川大学(地方自治論 浅野史

郎教授)など数校から講義の要望が寄せられてい

る。 

 

秘密保護法退治フェス！VOL2 

「びっくり！元幹部が語る 

『秘密保護法』警察の本当のねらいとは？？？」 

８月２３日に北海道自治労会館で開かれた「秘密保護法退治フェス」に続いて、その第2弾を開催します。 

今年１２月１０日いよいよ施行が決まった「特定秘密保護法」。 

監視機関による是正要求に強制力がないなど恣意的な運用の課題が残されたまま、この法律はなぜ

作られ、私たちの暮らしにどんな影響を及ぼすのか元北海道警察釧路方面本部長原田宏二氏の話からと

もに考え、学びましょう。 

                   記 

日 時  2014年１０月 19日（日） １４：００～１７：００ 

 場 所  札幌市教育文化会館（札幌市中央区北 1条西 13丁目）3階 305号室 

内 容  第一部 原田宏二（当フォーラム代表）講演  

第二部 パネルディスカッション・質疑応答 

参加費  一般 800円 大学生 300円 高校生以下無料  

ペア券 1,200円（前売りのみ） 各料金当日は＋２００円 

 主 催  秘密保護法退治フェス実行委員会 

お問い合わせ a2014@freeml.com  FAX：020-4624-05717 TEL：050-3594-2951 

＊なお、前回の「秘密保護法退治フェス」の様子は、当フォーラムのホームページに動画で掲載中。 

http://shimin-me.net/
mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp
mailto:a2014@freeml.com
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      原田代表が講演 

安田塾（「教育・社会」問題研究会） 

 

 当フォーラムの原田代表が、9月 28日（日）、東京

都武蔵野市吉祥寺の武蔵野商工会館で開かれた

第 23 回安田塾で「冤罪被害に遭わないための『犯

罪捜査学入門』」と題して講演した。 

 会場には、教師、ジャーナリスト、会社員、専業主

婦、定年退職者等、バラエティーに富んだ市民約

45人が集まり、原田代表の話に熱心に聴きいった。 

なお、原田代表の講演は、神奈川県横須賀市在

住の星野順子さんが撮影した動画を Facebook で

見ることができる。 

安田塾 （2008 年 6 月に発足）は、学校教師をは

じめとする多様な職種の方々が定期的（原則とし

て 3 ヶ月ごとの土曜日）に会合し、広義の「文化」総

体に関わる「教養」知をテーマ化した「学習・研究」

活動を展開している。 

主宰者の安田忠郎氏は、武蔵工業大学（現 東京

都市大学 ）前工学部長（教職課程主任教授）、慶應

義塾大学で経済学・社会思想史専攻、同大学院で教

育哲学専攻。ニューヨークのコロンビア大学東アジ

ア研究所で日本文化論を専攻した。 

（写真 講演する原田代表） 

 

             

続く警察の粉飾決算 

大阪府警「街頭犯罪」認知件数隠し 

                         

愛知県警が平成 25年 2月に平成 3年以降 20年

間の交通事故による死者・負傷者数に計上漏れが

あったとして交通事故統計を修正、佐賀県警も

2009（平成 21）年 2月から約１年半、見掛け上の事故

件数を減らす目的で、軽微な人身事故計 1,033件を

統計に上げず、過少に計上していたことが 2011（平

成 23）年 1月になって発覚している。 

本年に入ってから、6 月には滋賀県警と三重県警が

窃盗事件の検挙件数を融通しあっていた問題が発

覚、7 月には大阪府警が「街頭犯罪」で認知件数を

隠していたことが発覚した。 

＊認知件数 警察が把握した犯罪の発生数。

 

大阪府警、犯罪８万件ごまかし 「ワースト 1返上」は嘘   

以下、7月 31日付朝日新聞からの引用。  

大阪府警の全 65署が過去 5年間の街頭犯罪な

どの認知件数約 81,000 件を計上せず、過少報告し

ていたことがわかった。 

府警は 2010年の街頭犯罪ワースト１ の返上に取

り組むなか、ワースト１を返上したと発表していたが、

実態は違い、件数を不正に操作していたことが判

明。30日の発表後の処分対象者は97人にのぼった。 

刑事総務課によると、昨年、堺署など一部の警察署

で過少報告が発覚。これを受けて全 65署の担当者

約460人から聞き取り、数字のごまかしが

わかった。 

発表によると、街頭犯罪を含む全刑法犯の認知

件数の未計上は、08～12年に計 81,307件あった。 

これは昨年、全国で最も認知件数が少なかった秋

田県の 20 年分を上回る。最も多かった 11 年は

22,042件。毎年、認知件数の 4～13％が未計上だっ

た。未計上のうち「窃盗」が 86％を占め、69,901 件

にのぼった。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdlgJ7C9UqU8AFBmU3uV7/SIG=11u88n7j3/EXP=1412513161/**http:/t.pimg.jp/003/690/882/1/3690882.jpg
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内訳は自転車盗 37,013 件▽

車上狙い 5,799 件▽部品狙い

4,326件▽ひったくり 99件など。

殺人や強盗などの「重要犯罪」

も 605件が含まれていた。                

これらの件数は、府警本部が毎年集計し、公表す

るとともに、警察庁に報告して「警察白書」に掲載

する。

 

屈辱的なワースト１  

全刑法犯のうち、街頭犯罪の認知件数は、00～

09年に大阪府が 10年連続ワースト１だったが、10～

12年に東京都を下回ってワースト 2に改善したと発

表していた。しかし、今回の未計上分を加えると、10

年以降もワースト１のままだった。  

過少報告が始まった時期について、府警は「08

年ごろ」と説明する。当時は橋下徹知事がワースト１ 

の返上に向けた施策を進め、府警はプロジェクトチ

ームを設けて対策を強化。 

本部長も檄（げき）を飛ばし、担当者の多くが「プ

レッシャーがきつかった」と打ち明けたという。 

ただ、「幹部の指示はなかった」とした。担当者が連

絡を取り合うなかで全署に広まったと説明してい

る。 

 

姑息な数字のまやかし 

府警は主な方法も説明。 

 「自転車盗」は被害届の受理後、１カ月以内に見

つかれば計上しないというルールで、24,566 件が

未計上だった。 

車上狙いと部品狙いは、同じ場所と時間帯に連

続して起きた事件は１件と数える運用を拡大解釈し、

別の場所で起きても同じ時間帯なら１件と計上して

いた。全署で同じ方法がとられていたという。 

 処分対象は、監督責任があった歴代の刑事総務

課長4人（本部長注意）▽各署長46人（本部長口頭

注意）▽各刑事課長 47 人（警務部長注意、所属長

注意）の計 97人とした。 

 違法行為はなかったとして懲戒処分にはしなか

った。各署の統計業務担当者ら 183 人は「過少報告

を行う積極的な動機はなかった」とし、処分ではな

く「業務指導」にとどめた。 

                                   

同日(7/31)の毎日新聞の記事。 

「経済の発展には治安の向上が不可欠ですよ」。

08 年の春、当時の府警本部長が府庁に出向いて、

就任したばかりの橋下徹知事に街頭犯罪対策など

の必要性を直談判した。 

 財政改革を掲げる橋下氏も耳を傾け、当初打ち

出した警察官の削減案などを撤回した。 

 同時に府警側も治安の数値目標を求められた。 

当時はひったくりなどの街頭犯罪が大阪

の代名詞とされた。そこで生まれたのが

「街頭犯罪のワースト１位返上」の大号令だった。 

 府警は署に専門の班を設けたり、本部に担当部

署を新設したり、対策を急いだ。 

行政にも協力を求め、街頭には防犯カメラなど

が増設された。 

 

 警察力で交通事故や犯罪を抑止できるのか 

これらの記事を読んでいて、筆者が北海道警に在

職した昭和 61 年に、北海道が 11 年間続いていた

「交通事故死ワースト 1」を返上したときのことを思

い出した。 

 当時の北海道警察本部長の大号令の下、「交通

事故死ワースト 1 返上」をスローガンに北海道警の

全組織をあげて、交通取り締まりの強化などの交通

死亡事故の抑止に取り組んだ。 

 交通事故を単純に死者数だけで評価するのは本

来ナンセンスなことだが、道民にアピールするため

には格好のスローガンだった。 

 各警察署長には、目標とする管内の交通事故死

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW3133y9U4h4AKR6U3uV7/SIG=12adocdb5/EXP=1412509943/**http:/blog-imgs-48.fc2.com/a/s/h/ashimeshi/201402.jpg
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者数が割り当てられた。 

 署長たちは黒塗りの署長車にまで赤灯を回転さ

せ、私服警察官まで交通取り締まりに動員して取り

締まりを強化した。署長たちは、死亡事故が起きる

と本部の交通部長から「何をやっている」と叱責さ

れ、戦々恐々としていた。 

 なかには、病院に搬送された負傷者が 24時間以

上生存してくれたと喜ぶ署長もいた。（事故死亡者

の統計では、事故による被害者等が事故発生から

24 時間以内に死亡した場合に死亡事故としてカウ

ントされる。） 

しかし、北海道警は、この年はワースト 1 を返上し

たものの、翌年には返り咲き、以降、平成 3年を除く

15年間ワースト 1が続いた。 

当時、北海道警とワースト 1 の座を争っていたの

は愛知県警だった。 

  

本部長の目論
も く ろ

み 

毎日新聞の記事にある当時の大阪府警本部長の「経済の発展には治安の向上

が不可欠」という話にどんな合理的な根拠があったのか。経済の発展と治安と維

持にどんな因果関係があるのかも不明だ。 

 おそらく、橋下知事の警察官の削減案を潰すための圧力だったろう。 

 冷静に考えると、交通事故にしろ、犯罪にしろ、警察力だけでコントロールすることはできない。組織体制

を強化し、人海戦術を展開したとしても、交通事故や犯罪の発生件数の膨大さに対して警察力などは微々た

るものだ。しかも、そうした体制を長くつづけることなど不可能だ。 

            

真の狙いは、見せかけの検挙率 

この問題は、専ら
もっぱら

、「街頭犯罪の抑止」という面か

ら報じられているが、見逃されているもう一つの側

面がある。  

以下は、「平成 25年版警察白書」の「刑法犯の認

知・検挙状況」の記述である。 

 刑法犯の認知件数は、平成 8年から 14年にかけ

て増加し続け、14 年には約 285 万件に達した。しか

し、15年からは減少に転じ、24年中は 1,382,121件と、

前年より 98,639件（6.7％）減少し、昭和 55年以降、

32年ぶりに 140万件を下回った。 

 平成 15年からの刑法犯の認知件数の減少は、窃

盗犯の認知件数が減少したことが大きな要因であ

り、24年においても、刑法犯の認知件数の減少数の

94.0％を窃盗犯の認知件数の減少数（92,678 件減）

が占めている。 

 刑法犯の検挙率は、昭和期にはおおむね 60％前 

後の水準であったが、平成に入ってから急激に低下

し、13年には 19.8％と、戦後最低を記録した。 

 しかし、14年から 19 年にかけて上昇し、それ以降

は ほぼ横ばいで推移している。24年中は31.7％と、

前年より 0.5ポイント上昇した。 

 警察の表看板は刑事警察だ。 

窃盗犯の捜査は、府警刑事部捜査第三課、強盗

犯の捜査は捜査第一課の業務だが、その実績をま

とめる犯罪統計に関する業務は同じ刑事部の刑事

総務課が担当している。 

 今回の問題で、処分されたのは、監督責任があっ

た歴代の刑事総務課長 4 人（本部長注意）、各署長

46人（本部長口頭注意）、各刑事課長 47人（警務部

長注意、所属長注意）の計 97人である。 

 犯罪統計を操れるのは刑事部刑

事総務課だった。刑事警察にとって

最も関心があるのは、犯罪の認知件数を減らすこ

とではない。 

検挙件数を増やすとこと、つまり、検挙率をあげ

ることにある。検挙率とは、検挙件数/認知件数×

100で表される。認知件数を減らすと検挙率は上が

り、増やすと下がる。その逆に検挙件数を増やすと

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCVgrS5U3TMAgRaU3uV7/SIG=120bm2b8f/EXP=1412431584/**http:/traffic-accident.biz/material/070.jpg
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検挙率は上がる。昔から行われていた検挙率誤魔

化しの古典的な手口が、認知件数隠しと検挙件数

の水増しだ。 

 

なぜ 検挙率が低いのか 

警察庁の2008（平成20）年の犯罪によると、大阪

府警の検挙率は、全国のそれよりも大幅に下回って

いる。（ ）内が大阪府警の検挙率だ。 

 刑法犯31.5%（19.3%）、窃盗犯 27.7％（12.4％）、侵

入盗 56.1％（35.0％）となっている。 

 「街頭犯罪」は、ひったくり 58.7％（34.6％）、路上

強盗 43.5％（32.8％）、自動車盗 45.7％（22.2％）、

車上狙い 25.9％ （10.1％）、部品ねらい 14.1％

（7.6％）、オートバイ盗 11.1％（5.9％）、自転車盗

7.1％（6.5％）となっている。いずれも全国の検挙率

を大幅に下回っている。こうした傾向は平成 24 年

中の犯罪を見ても変わってない。今回の大阪府警

の認知事件隠しは、低迷を続ける検挙実績を隠す

ため、少しでも見せかけの検挙率をあげようとした

大阪府警の姑息な考えが見え隠れしている。 

 交通死亡事故の抑止も街頭犯罪の抑止も国民の

誰もが反対できないスローガンだ。 

国民は警察権力のこうしたスローガンに隠され

た真の狙いを見極める必要がある。さすがの橋下

さんもまんまと大阪府警に騙された。 

  

統計の誤魔化しは警察の粉飾決算 

安全・安心のまちづくりのキャンペーンも同じこと

が言える。その背景には、警察権力の強化方針が見

え隠れしている。警察の現場は、上層部ができない

ことをやろうとすれば、キャンペーンの辻褄を合わ

せるために、統計を誤魔化すか、違法捜査で偽りの

実績を稼ぐかしかない。それは、民間企業であれば

粉飾決算に当たる。そうした企業は、やがて社会の

指弾を受けて倒産に追い込まれる。 

警察官僚をはじめとする上層部は、けん銃摘発

キャンペーン「平成の刀狩り」で行われた「首なし拳

銃」によるけん銃摘発数の水増しなど、過去の失敗

について反省もしていない。 

 彼らが警察の独りよがりの思い上がりに気が付

かない限り、警察はこれからも同じ過ちを繰り返す

だろう。 

 警察は、裏金、冤罪、警官犯罪といった三大腐敗

現象に塗
まみ

れている。そこに共通するのは、法の執行

機関たる警察のコンプライアンスの欠如だ。統計の

粉飾決算もその表れだ。国民は偽りの統計をつく

る組織を信用してはならない。 

 

 

 

相談ＢＯＸ受理集計表（平成２6年 3回目） 

   26.7.1～ 26.9.30 

           相 談 等 の 内 容 相 談 者 区 分 

手   段 メール 電話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談 

苦 情   （0)   (0)   (0)    (0)    (0)   (0) 

相 談 9  （17） 14 (35) 8  (8) 6  (12)   25 (48) 31   (60) 

要 望   (0)    (1)   (0)   (0)    (1)   (1) 

情報提供   (0)   (0)    (0)    (0)    (0)   (0) 

その他   (0)   (0)   (0)   (0)    (0)   (0) 

 
 その他の相談 10 （14） 5  (10)   (0)   (0)  15 (24) 15 (24) 

  合 計 19 （31） 19 （46） 8  (8) 6  (12)  40 （73） 46 (85) 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGNt4TFUGF4AfFeU3uV7/SIG=12qans03p/EXP=1412641517/**http:/free-illustrations-ls01.gatag.net/images/lgi01a201310180400.jpg
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相談内容 

1 各地で行われるシンポジウムなどの会場で相談を受けることがよくある。予定されたスケジュールが

終わった後に、会場の片隅でお話を伺うことになる。わざわざ会場まで足を運んでいただくくらいだ

から、ご本人にとっては深刻な問題なのだが、なにぶんにも時間が限られ十分なお答えができない

ままに終わることが多い。 

2 現在、国を被告とする「特定秘密保護法の違憲確認と施行差し止めを求める訴訟」が行われているが  

その原告のお一人から、原田代表に原告側証人として、法廷の場で特定秘密保護法の問題点を指摘

してほしい旨の依頼があった。こちらの相談も突然のことであったが、現在、原告側と検討中だ。 

3 市民の目フォーラム北海道が発足してから現在まで、一般市民の方から警察官の不祥事や人事に関

する情報が 89 件寄せられたが、諸般の理由からこの集計表には計上しなかったが、こうした情報が

当フォーラムの活動に大いに役立った。 

 

市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けています。 

相談は無料です。電話やメールで気軽にご相談下さい。秘密は厳守します。 

☎ 050-7524-8995  e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

編集後記  

最後の会報 30号の編集が終わりました。 

12月には８年間を振り返り、まとめとして最終号を出すことにしました。 

編集を終えてホッとしたような、さびしいような複雑な心境です。 

私が、「市民の目フォーラム北海道」の活動に携わるようになったきっかけは、

原田さんが裏金を告発し、一躍「時の人」となった時、私も他のたくさんの人々と

同じようになんと勇気のある人だろうと心を動かされたからです。平成 19年「広

がる腐敗・裏金から警察犯罪まで」の集会にも参加し、原田さんが「市民の目フォーラム北海道」を立ち上げ

たことを知り、是非にと会員にさせてもらいました。微力ながら何かお役にたちたいと思ったからです。 

その後、スタッフとして、印刷、発送作業、会の経理や会報の編集などを担当することになりました。 

当時、原田さんには、嫌がらせの手紙やはがきが届き、尾行や恐ろしい目に見えない権力などを肌で感じ、

予断を許さない状況にあるように思えました。この見えない力から原田さんを守る手立てはないかと考え

我が家を隠れ家にしてかくまうことを考えていました。何か危険な目にあいそうなときはすぐ我が家にお

連れするそんな手はずを想定していました。その思いは今も根底にあります。 

平成 20 年に「つくられる自白 志布志の悲劇」の集会の時も翌年の佐々木譲さんを招いての講演会の時

も、司会をしながらもし暴漢が壇上に上がってきたらと密かに対策を練っていました。徒労に終わりましたが、

その後も何かにつけ原田さんの身の安全を危惧してきました。 

原田さんは弁護士会の要請、大学の要請、冤罪被害者への支援・相談、その他様々な依頼を受け全国を飛

び回ってきました。その活動にたくさんの方々が深い理解を示し、信頼と支援で支えてくださいました。その

方たちのためにも活動を今年いっぱいで終了することになるのは残念ですが、原田さんは様々なことを考

えながら決断されたのだと思うと引き止めることもためらわれます。 

原田さんが最も力を入れた「大学出張講義」で話された内容をまとめて出版される計画もあるようです。

これからは少しゆとりのある生活を楽しみながらも要請があれば、大学生への講義などは是非続けてほし

いと願っています。私たちスタッフはこれからも原田さんとともに生きていきたいと思っています。 （夢子） 
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